
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
及
び
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二

十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
二
二
―
二
（
倫
理
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
違
反
に
係
る
調
査
及
び
懲
戒
の
手
続
）

の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
二
二
―
二
―
五

人
事
院
規
則
二
二
―
二
（
倫
理
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
違
反
に
係
る
調
査
及
び
懲
戒
の
手
続
）
の
一
部
を
改
正

す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
二
二
―
二
（
倫
理
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
違
反
に
係
る
調
査
及
び
懲
戒
の
手
続
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲



げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

別
記

様
式

 

表
面

 

 第
百

十
条

 
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る

者
は

、
三
年

以
下

の
拘

禁
刑

又
は

百
万

円
以

下

の
罰

金
に

処
す
る

。
 

一
 

（
略

）
 

（
削

る
）

 

二
 

第
十
七

条
第

二
項

（
中

略
）

の
規

定
に

よ

る
証

人
と

し
て

喚
問
を

受
け

虚
偽

の
陳

述
を

し
た
者

 

三
 

第
十
七

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

証
人

と

し
て

喚
問

を
受

け
正
当

の
理

由
が

な
く

て
こ

れ
に

応
ぜ

ず
、

又
は
同

項
の

規
定

に
よ

り
書

類
若

し
く

は
そ

の
写
し

の
提

出
を

求
め

ら
れ

正
当

の
理

由
が

な
く
て

こ
れ

に
応

じ
な

か
つ

た
者
 

四
 

第
十
七

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

書
類

又

は
そ

の
写

し
の

提
出
を

求
め

ら
れ

、
虚

偽
の

事
項

を
記

載
し

た
書
類

又
は

写
し

を
提

出
し

た
者
 

五
 

第
十
七

条
第

三
項

（
中

略
）

の
規

定
に

よ

る
検
査

を
拒
み
、
妨
げ

、
若
し
く

は
忌
避

し
、

又
は

質
問

に
対

し
て
陳

述
を

せ
ず

、
若

し
く

は
虚

偽
の

陳
述

を
し
た

者
（

第
十

七
条

第
一

項
の

調
査

の
対

象
で
あ

る
職

員
（

中
略

）
を

除
く
。
）
 

六
～

十
九

 
（
略

）
 

②
 
（

略
）

 

 

N
o
.
 
 

 
 

 

           

調
 

 
査

 
 

員
 
 

証
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

６
と

す
る

。
 

 裏
面

 

（
略

）
 

別
記

様
式

 

表
面

 

 第
百

十
条

 
次

の
各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
は

、
三

年
以

下
の

懲
役

又
は

百
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
 

一
 

（
略

）
 

二
 

（
略

）
 

三
 

第
十

七
条

第
二

項
（

中
略

）
の

規
定

に
よ

る
証

人
と

し
て

喚
問

を
受

け
虚

偽
の

陳
述

を

し
た

者
 

四
 

第
十

七
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
証

人
と

し
て

喚
問

を
受

け
正

当
の

理
由

が
な

く
て

こ

れ
に

応
ぜ

ず
、

又
は

同
項

の
規

定
に

よ
り

書

類
又

は
そ

の
写

の
提

出
を

求
め

ら
れ

正
当

の

理
由

が
な

く
て

こ
れ
に

応
じ
な

か
つ

た
者
 

 五
 

第
十

七
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
書

類
又

は
そ

の
写

の
提

出
を

求
め

ら
れ

、
虚

偽
の

事

項
を

記
載

し
た

書
類
又

は
写

を
提
出

し
た

者
 

 五
の

二
 

第
十

七
条

第
三

項
（

中
略

）
の

規
定

に
よ

る
検

査
を

拒
み

、
妨

げ
、

若
し

く
は

忌

避
し

、
又

は
質

問
に

対
し

て
陳

述
を

せ
ず

、

若
し

く
は

虚
偽

の
陳

述
を

し
た

者
（

第
十

七

条
第

一
項

の
調

査
の

対
象

で
あ

る
職

員
（

中

略
）

を
除

く
。
）

 

（
新

設
）
 

（
新

設
）

 

 

N
o
.
 
 

 
 

 

           

調
 

 
査

 
 
員

 
 

証
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

６
と

し
、
厚

紙
を

用
い

、
中

央
点

線
の

所
か

ら

二
つ

折
と

す
る

こ
と

。
 

裏
面

 

（
略

）
 



附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


